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公益財団法人　アジア刑政財団

　日本記者クラブで「安全な国　日本」出版について記者会見をする堺
屋太一会長（中央）。左に松尾邦弘副理事長、堀内国宏事務局長。右端
は司会のＮＨＫ山崎登解説主幹（２０１５ 年７月１4日）

英文併記データブック

２０２０年国連犯罪防止会議　5０年ぶり日本開催
「安全な国　日本」発刊
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　本年４月 12 日から 19 日まで、中東カター
ル国の首都ドーハで開催された国連犯罪防止
会議（コングレス）については、本号で吉田
事業部長から詳細な報告がなされています
が、初日に行われたハイレベル・セグメント

（各国団長クラスの演説の場）で、トップバッ
ターとしてスピーチを行った我が国の代表
団長である大野検事総長が 、2020 年の第 14
回コングレスを日本に招致したいと述べると
満場から大きな拍手が沸き起こりました。会
議最終日には、上川法務大臣からのビデオ・
メッセ－ジも議場で上映され、日本開催の支
持への感謝及び世界中の方々の来訪を心から
歓迎する旨のメッセージが発信されました。

　国連犯罪防止会議は、周知のように、1955
年第 1 回会議をジュネーブで開催して以来、
５年に一度（quinquennial）開かれ、世界中
で増え続ける様々な犯罪（最近では、テロ、
汚職、人身売買、サイバー犯罪など）に対処
するための国際協力の強化を目指してきまし
た。コングレスの前身は、明治５年（1872
年）にロンドンで開かれた国際刑務監獄会
議（IPPC) を起源とするものです。その後、
IPPC は、国際連盟の傘下に入りましたが、
我が国が国際連盟を脱退した後も、戦前の司
法省の英断で IPPC には残り、拠出金を支出
し、応分の国際的貢献をしていたため、1955
年には、いまだ我が国の国連加盟が認められ

巻 頭 言

2020 年コングレス日本開催への期待
理事長　日野　正晴
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ていなかったにもかかわらず、第１回コング
レスには招致されたのでした。
　その後、コングレスは、ロンドン、ストッ
クホルムで５年おきに開催され、「犯罪と開
発」をテーマにした第４回会議を大阪万博の
開かれた 1970 年に国立京都国際会議場で開
催しました。８月 17 日から 26 日までの 10
日間、世界 85 カ国から約 1300 人が参加しま
した。今回のコングレスでも採択された「ドー
ハ宣言」のように開催地の名を付した宣言が
コングレスで採択されたのは「京都宣言」が
初めてでした。
　そして 50 年ぶりの日本開催です。しかも、
2020 年夏に開かれる東京オリンピック・パ
ラリンピックの前哨戦として４月に開催され
ることになります。国連のあるジュネーブで
は２回、開かれていますが、それ以外で２回
開催した国は世界中どこにもありません。開
催場所（都市）はまだ決まっていませんが、
京都会議以来この 50 年間の我が国のたゆま
ぬ努力の結実としての国家の成熟や法の支配
の浸透を世界中の方々に体感していただける
すばらしい機会になることと思います。国内
的にも、我が国の刑事司法運営は、国連会議
の影響を受け、大きな底上げのチャンスにな
ることでしょう。
　当財団は、このほど、堺屋会長の肝いりで

「安全な国　日本」という手帳と
同じサイズの小冊子を発刊しま
したが、世界中で日本ほど「安
全で、安心で、清潔で、正確な国」
はないことを世界から集まるコ
ングレスやオリンピック・パラ
リンピックの参加者に体感して
もらい、世界中に犯罪防止の模
範を示したいと思います。
　会議開催のホスト国としての
我が国に対しては、国連からコ
ングレス開催のための人的、財
政的に多大の負担が求められま

す。日本政府は、当然これに対応していか
なければなりませんが、会議成功のために
は、政府ができることにも限度があります。
このようなときにこそ、国ができないことを
やるのが NGO の役目です。当財団も国連の
総合協議資格を有するトップ・カテゴリーの
NGO として応分の協力をしていかなければ
ならないと考えます。国連加盟各国の政府高
官を含めた数千人の刑事司法関係者等が我が
国を訪れます。また、アジ研で学んだ世界中
のアジ研 OB も各国代表団の一員として来ら
れることでしょう。コングレスでは、全体会
議、第一、第二の各委員会のほか、さまざま
なワークショップや小会議が設けられ、当財
団の会員であればそれぞれの興味や関心に応
じてどの会議にも参加することが可能です。
また、外国から参加する方々に対して会場へ
の道案内、会場内外の説明・案内、買い物の
お手伝い、通訳などの仕事にもボランテイア
として携わることもできます。それには現在
の会員だけでは足りません。現に刑事司法の
運営に携わっている方々や刑法学会等の学会
に所属しておられる研究者の方々、大歓迎で
す。当財団にとって、千載一遇のチャンスで
す。その意味で、2020 年は、当財団のさら
なる発展・飛躍の年になることは間違いあり
ません。
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　７月発行の『安全な国　日本』（英語の標題“Ｊａｐａｎ ,ｈｏｗ ｓａｆｅ?”）が
好評だ。東京オリンピック・パラリンピックが開かれる ２０２０ 年には、
５年に１回開かれる国連犯罪防止刑事司法会議（コングレス）の日
本開催が決まった。世界の「犯罪なき繁栄」をスローガンにしてい
るアジア刑政財団にとっては、その存在をアピールする絶好の機会
である。英語を併記したデータブック『安全な国　日本』を最大限利
用したい。

　『安全な国　日本』発行を発表する記者会見
が７月 14 日、東京内幸町の日本記者クラブ
で開かれた＝写真。堺屋太一会長が、この手
帳型データブックの意義を説明する。「安全・

　堺屋会長は、執筆活動でＰＲを進める。
　日本経済新聞８月５日付「経済教室」の戦
後 70 年特集。「日本の強みは、安全・正確で
清廉な国」と見出しでうたい、そのポイント
として
　・日本の犯罪・事故の少なさは世界で突出

情報発信手帳　好評 !
アジア刑政財団が出版　７月に発行

安心・清潔・正確という日本の
利点を全世界の人に知ってもら
いたい」
　堀内国宏事務局長（元アジ研
所長）がコングレスについて解
説する。日本開催は １９７０ 年の
京都会議以来、50 年ぶりとな
る。世界各国から２千人を超え
る刑事司法関係者が集まる、犯
罪防止会議では最も権威のある
国連会議である。
　松尾邦弘副理事長（元検事総
長）は「教育現場で、この手帳

『安全な国　日本」Ｊａｐａｎ,ｈｏｗ ｓａｆｅ?

■堺屋会長が記者会見

■積極的にＰＲ 　・時間の正確さも諸外国に比べすさまじい
　・バブル崩壊以来の日本は安全追求に偏る
をあげる。すべて『安全な国　日本』からデー
タを引いている。
　月刊誌「正論」９月号には、５㌻にわたり
特集している。
　　　安心・安全・清潔・正確な国
　　「社会美点四冠王」こそ日本の誇り

が使えないか。中学生や高校生に日本の実体
を知ってもらい、考えてもらう」と、その利
用方法を提案した。
　会場には 53 人の記者たちが詰め掛け、Ｎ
ＨＫの山﨑登・解説主幹の司会で質疑を繰り
返した。会見は１時間余にわたった。

記者会見の全容が以下で見られます。
http://www.jnpc.or.jp/activities/news/report/2015/07/r00031258/
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　すでに国立国会図書館の蔵書になった。
　著者：堺屋太一　責任編集
　出版社：アジア刑政財団
　大きさ、容量等：65ｐ；16㎝
　注記：英語併記
　IＳBN：9784990844202
　巻次：2015 年版
　別タイトル：Ｊaｐan,　 ｈｏｗ　 ｓaｆe?
　出版年月日等：2015 ．7

　財団事務局で『安全な国　日本』（頒価＠ ５００
円）の申し込みを受け付けている。
　　〒 １８３–００５７
　　　　東京都府中市晴見町 1–26
　　　　国連アジア極東犯罪防止研修所内　
 ＴＥＬ：０４２–３３４–６６３９　　　　　
 ＦＡＸ：０４２–３３４–３４６１　　　　　
 Ｅ–ｍail ： inｆｏ＠aｃｐｆ．ｏｒｇ　　　

堺屋会長の挨拶文
　現在の日本は世界でも「最も安心で安全
で正確で清潔な国」です。これは、日本の
最大の誇りです。
　この手帳は国際統計や経年変化の数字に
よって、日本が安全であることを示したも
のです。是非とも皆様もこの手帳をお持ち
になり、友人に対して、ビジネスパートナー
や訪日する外国の人々に対しても、お話し
頂きたいのです。
　日本は安心な国です。犯罪が非常に少な
いからです。
　日本は安全な国です。事故がきわめて少
ないからです。
　日本は清潔な国です。汚職はきわめて少
なくなっています。
　遺失物が戻って来る率も、非常に高く
なっています。
　日本は正確な国です。鉄道などの交通機
関は時間表通りに運行され、延着、運休は
ほとんどありません。
　日本は善意の国です。日本の安全と正確
さはきわめて安価に人々の善意と習慣で築
かれている最高の文化です。そのことに私
たちは自信と誇りを持ちましょう。
　安全は最高のおもてなしです。犯罪のな
い安心な社会。事故の少ない安全な社会。
交通機関や開店開業時刻の正確さは、極め
て便利な世の中を作っています。
　「安全な国　日本」を身近に置いて隣人
とも外国からの訪問者やビジネスパート
ナーにもお話しして下さい。この手帳は和
文英文併記なので内外の人々に御配布頂き
たいと思います。
　　２０１５ 年 7 月吉日
　　　公益財団法人アジア刑政財団　　　
　　　　　　　　　　　　会長　堺屋太一

　７月 22 日、札幌市内のホテルで宮坂建設
工業㈱（本社・帯広市、宮坂寿文社長）が時
局講演会を開いた。講師は横田尤孝元最高裁
判所判事だったが、プラスアルファとして松
尾邦弘副理事長が『安全な国　日本』を解説
した＝写真。聴衆 １，３００ 人にこのデータブッ
クが配られた。

■札幌の講演会でも

■国会図書館の蔵書に

■購入申し込みは
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　コングレスの概要

　平成27年4月12日から19日までの8日間、
カタール国の首都ドーハで開催された第 13
回国連犯罪防止刑事司法会議（コングレス）
に、国連 NGO であるアジア刑政財団（ＡCPＦ）
の一員として参加した。コングレスは 5 年に
１回開催される犯罪防止及び刑事司法の向上
に資するための世界的規模の会議であり、今
回は 140 以上の国・地域から 2300 名以上の
刑事司法高官、法曹有資格者、学者、民間活
動家らが集まった。
　開会式は、カタール国元首及び国連事務総
長ほかのご臨席を得て挙行された。
　その後の全体会合、委員会１及び２、多数

（150）の小会合には連日多数の参加者が臨ん
だ。会議の総合的な議題は「犯罪防止・刑事
司法をより広範な国連の課題の中に統合し、
社会的経済的問題に対処し、国家的・国際的
な法の支配や公衆参加を推進させる」であっ
た。国家元首レベルほか多数の各国高官が発
表する全体会合でも、各国が抱える課題や成
功戦略とともに国連刑事司法準則への言及な
ど、発表領域は多岐にわたった。
　委員会１では、女性犯罪、少年犯罪に焦点

を当てた議論がなされた。委員会２で
は、新たな形態の犯罪への対策、犯罪
防止・刑事司法運営における市民参加
が取り上げられた。会議は、今回の成
果を織り込んだドーハ宣言を採択し、
無事終了した。

　アジア刑政財団関係参加者

　当財団からは、日野正晴理事長、名
古屋支部会員・土居竹美弁護士、そし
て当職の 3 名が参加した。ちなみに日

本政府代表団は、大野恒太郎検事総長を代表
団長とする 34 名での参加となった。国連ア
ジア極東犯罪防止研修所（ＵNＦＥI、アジ研）
からは山下輝年所長ら６人が参加した。
　日野理事長は代表団の顧問という立場での
参加で、コングレス参加は今回で 5 回目。土
居会員は、コングレス初参加で意欲的に各委
員会に参加していた印象が強い。

　国連ＮＧＯ（総合諮問資格）の

　アジア刑政財団の位置付け

　アジア刑政財団は、2000 年に国連経済社
会理事会から総合諮問資格を与えられた国連
ＮＧＯである。ということで、会議場には、
アジア刑政財団用の指定席が設けられてい
た。これは、各国政府代表団用の席と同列に

第13回国連犯罪防止刑事司法会議に出席して
アジア刑政財団事業部長　吉田　弘之
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左から、ビタヤ・タイ矯正局長、キティポン・タイ Ａ
ＣＰＦ 理事長、日野理事長、山下アジ研所長、吉田事業
部長＝筆者
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国連 NGO 用の席が設けられているというこ
とである。アジア刑政財団の国連におけるこ
れまでの貢献と実績を考えさせられた。
　ＡCPＦ 用の指定席の隣は、ＡCＵNＳ（Ａｃa
ｄeｍiｃ Cｏunｃil ｏｆ ｔｈe Ｕniｔeｄ Naｔiｏnｓ Ｓｙｓｔe
ｍｓ）の席である（アルファベット順）。そこ
に座っていたのは、日野理事長旧知のレド代
表（敷田稔前理事長が国連刑事司法部長の際、
部下だった方）で、互いに再会を喜び合って
いた。
　会場内には、理事長がアジ研次長・所長時

代の知り合いが数多く見られ、委員会の議長
や進行調整役を務めていた。アジ研・アジア
刑政財団の刑事司法界の国際的なネットワー
クと絆の強さを感じた。タイ国からは、タイ
王女を筆頭に 80 名の参加があったが、その
中には、タイの現検事総長（日野理事長が
アジ研所長だった際の国際研修員）、キティ
ポン法務研究所長（元法務事務次官、ＡCPＦ
タイ理事長）ほか多数のアジ研同窓生がいた。
また、フィリピンの代表団の中にパジャリト
検事（彼女は、2012 年冬のアジ研高官セミ
ナー参加者で、名古屋支部での研修行事に招
待された）も認めた。国際協力を充実させる
上で、互いに顔が見え、率直に意見交換でき
る環境は重要だと思う。アジ研やアジア刑政
財団は、この面でも貢献していると感じた。

　アジア刑政財団としては、会議参加者にそ
の活動を知っていただくことも重要である。
今回は、アジア刑政財団の活動内容を写真付
きで紹介するパネルを作成して展示し、また、
リーフレットを配布することができた。事前
の作成準備などで、アジ研また当財団評議員
の堤氏から迅速かつ多大なご支援をいただい
た。展示会場には、各国高官の視察もあって、
一定の成果を収められたと思う。

　今回の会議の重要課題について

　13 回目を迎えた国連犯罪防止
刑事司法会議では、多く課題が取
り上げられている。その背景に
は、国連が考える今日的状況に関
する受け止め方がある。その理解
を深めるため，ドーハ宣言を手掛
かりとして考えたい。ドーハ宣言
は 14 の節（各節の小項目も入れ
ると 71。全 15㌻）から構成され
ている。これらがどのような基本
的視座の中に展開しているか。そ
の内訳を検討してみると、以下の
７つではないかと思われる。①法

の支配②公平公正③人権尊重④効果性⑤説明
責任⑥広汎性（世界規模）⑦統合的視点であ
る。
　これらの視点にどの程度の数の宣言文が盛
り込まれているのかを見ると、自分なりの分
析によれば①法の支配（２項目）②公平・公
正（６項目）③人権尊重（８項目）④効果性

（29 項目）⑤説明責任（７項目）⑥広汎性（12
項目）⑦統合的視点（４項目）となる。
　効果性にまとめた項目が数多いのは、その
内訳として、効率的組織の設立（ＵNOＤC を
含む）及び運営（コングレス含む）（官民協
力を含む）、最新技術利用、新たな犯罪対応
策の策定、統計・実証的検証・研究の重視、
犯罪の巧妙化への対応など、多様なものが含
まれるためである。

開会式場に入場する各国代表団
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　広汎性には、世界規模での国際協力の強化、
条約の批准、国連規則の策定・改訂、国際協
力不足への対応がある。なお，女性犯罪者に
対しジェンダー上の課題を踏まえた上での対
応を求めるいわゆるバンコクルールズは、こ
こに含めた。
　以上を見ると今回の会議においては、人権
尊重、公平・公正性を基本としつつ、より効
果的な犯罪防止・刑事司法運営の在り方を巡
る諸問題の検証とその解決策樹立に向けて
の、より実証的、先進的，国際的取り組みに
関し、踏み込んだ作業がなされたと言えるの
ではないかと思う。
　上記に関連して、今回、小会合の多数ある
テーマに目を通し、いくつかの会合にも出席
して得た当職の感想は以下のようなもので
あった。
　さすが世界規模の会議で、日本にいてはあ
まり感じることのない課題（貧困、エイズ、
銃器等）が多数あり、世界の諸国が向き合う
犯罪状況に改めて目が向く。一方で、世界が
共通して向き合う新たな形態の犯罪（サイ
バー犯罪、テロ、人身売買など）の脅威を改
めて感じさせられる。
　国際協力の必要性はどこも感じているが、
互いに主権を有する国々の代表による意見表
明なので、ともすれば、国の利害を巡って意
見が対立する（どこの国際会議でもある共通
の課題）。
　刑事司法上の問題の背景にある社会経済情
勢にまで目を向けないと、問題を正しく理解
できないことがある。
　以上をアジア刑政財団の活動に関連させて
考えると、以下のようになる。
　国際化がますます進展する中、アジア刑政
財団は、アジ研活動への支援を中心にしつつ
研修参加国などの犯罪情勢、刑事司法情勢・
取り組みを会員に伝えるよう努めること。こ
の方策のためには、支部招待行事の中身をよ
り工夫する余地があること。

　国際協力では、より意義ある合意形成のた
めに、人材、資金、時間、制度の提供の前提
として、各国が抱える課題の共有が不可欠か
つ重要と思われるので、機会を捉えて、こう
した情報共有を推し進める機会を増やすこ
と。
　これらの情報共有の中には、刑事司法のみ
ならず、社会、経済、文化、慣習的側面にも
目を配る必要があり、現在アジア刑政財団が
実施している汚職防止セミナーでも、各国の
文化の特徴に関する解説があることが望まし
いこと。

　会議に出席しての感想

①世界的規模の会議のすごさ
　８日間にわたる世界会議は、想像を超える
規模であった。会場であるカタール国立会議
場の建物が、幅 500㍍以上はあろうかという
大きさで、会場内を動き回るだけでも大変で
ある。会場内には、移動手段として、ゴルフ
カートのような車（運転手付き）もあった。
こうした規模の国際会議は、いずれも同じで
あろうが、その準備、運営に係る労力などに
は相当大変なものがあるだろうと感じられ
た。
②会議開催・運営のノウハウとアジ研の貢献
　一方で、会議運営に関しては、日本のよう
に時間厳守ではなく、おおらかともいえる点
に驚きを感じた。この点、アジ研の運営は大
変しっかりしていると思った。アジ研研修参
加者の感想として、アジ研研修運営の素晴ら
しさを上げる者がいるが、同感である。
③ネットワークの必要性（国連内でも，政府
関係者とも）
　今回、会議に出席し、アジア刑政財団関係
で数多くの国連関係者に出会えた。そればか
りでなく、日本政府代表団の方々ともかかわ
りを持たせていただき、幸運であった。アジ
研同窓生、アジア刑政財団関係者と久闊を叙
することができた喜びは言うまでもない。
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　5000 人を超えるアジ研
の同窓生。首相になった人
や、法務大臣や検事総長な
どそれぞれの国で高官に就
いた人が少なくない。

１　シンガポール矯正局次長� �デズモンド・チン氏　
２　タイ法務研究所長（元法務事務次官）タイＡＣＰＦ理事長　� キティポン・キタヤラク氏　
３　スリランカ最高裁判事　� ブワネカ・アルウイハレ氏　
４　ネパール元首相　� キル・ラジ・レグミ氏　
５　マレーシア矯正局長　� ツルキフリ・オマール氏　
６　�パキスタン　国立イスラマバード科学技術大学
　　国際シンクタンクネットワーク上席研究員　　　　　　　

ムハマド・ソアイブ・サドル氏

７　フィリピン保護局長　� マニュエル・コー氏　
８　香港矯正局次長　� カン・チケン氏　
９　タイ検事総長府国際局長　� ワンチャイ・ロウジャナボン氏　
10　元コスタリカ駐日大使　� クリスティーナ・ロハス氏　
11　中国最高人民法院長（最高裁長官）　� ジョウ・チィアン（周強）氏　
12　タイ検事総長府監察長官　� シリサク・ティヤパン氏　
13　ケニア保護局次長　� クレメント・オケク氏　
14　フィリピン司法省次長検事　� セベリノ・ガーニャ氏　
15　ケニア矯正局シクサ少年院長　� ホレース・チャチャ・セレリア氏　
16　タイ法務省矯正局長　� ビタヤ・スリヤウォン氏　

世界各地で活躍　アジ研同窓生

※�パネルに掲載された １6人は，上段左から右に １～６，中段左から７～ １１，下段左か
ら １２～ １6に氏名及び役職が記されている（役職は，コングレス開催時現在，できる
だけ最近のものを記した。）

展示コーナーに
写真入りパネル
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①　1955 年　ジュネーブ
②　1960 年　ロンドン
③　1765 年　ストックホルム
④　1970 年　京都
⑤　1975 年　ジュネーブ
⑥　1980 年　カラカス
⑦　1985 年　ミラノ

　（ｊ）受刑者の処遇改善；受刑者の家族の保
護の検討；刑罰代替措置などの検討
　（ｋ）非拘禁措置の拡大を含む、矯正施設に
おける過剰収容問題への対策強化
　（ｌ）被害者及び証人保護
　（ｍ）被害者目線での人身取引対策、市民社
会などの協力
　（ｎ）不法移民の人権保護、不法移民をさせ
る者の処罰
　（ｏ）移民に対する暴力の撲滅
　（ｐ）差別的動機に基づく犯罪被害の研究と
データ収集、犯人の処罰など
　（ｑ）ヘイトクライム対策のための刑事司法
専門家の訓練
　（ｒ）差別の撤廃
　（ｓ）ジャーナリストに対する暴力への対策
　（ｔ）犯罪及び刑事司法における統計的情報
及び分析的研究
⑥受刑者処遇の最低基準規則の改訂に関する
政府間専門家会合の作業の歓迎
⑦犯罪防止や法遵守の文化の促進における児
童及び青少年に対する教育の重要性など
⑧国際協力のために以下を努力：
　（ａ）国内法の強化を通じた国際協力の強
化；二国間・地域間協定の締結やネットワー
ク構築の促進　
　（ｂ）テロ対策のための能力育成；テロと組
織犯罪等との連関への対処
　（ｃ）身代金がテロリストに支払われること
を防ぐ

ドーハ宣言骨子
①コングレスの役割
②犯罪防止・刑事司法の問題を国連のより広
汎な目標へ統合する
③犯罪防止・刑事司法を法の中心に据えるこ
との重要性
④持続可能な開発と法の支配の相互補完性の
是認
⑤効果的で透明性のある刑事司法を強く支持
し、より広い国連の課題への統合に資する市
民参加を推進する観点から以下を努力：
　（ａ）国内における総合的な犯罪防止・刑事
司法政策の採用
　（ｂ）公正、適格、独立、公平な裁判の確保；
拷問等の禁止
　（ｃ）法律扶助の拡大に向けた改善
　（ｄ）汚職との戦い；行政の透明性及び刑事
司法の廉潔性の向上に向けた措置
　（ｅ）暴力等からの児童の保護；司法制度に
おける児童への配慮
　（ｆ）刑事司法におけるジェンダー平等の視
点の重視、女性の保護
　（ｇ）犯罪防止・刑事司法におけるジェン
ダーを意識した措置の促進（バンコクルール
ズを考慮した矯正などを含む）
　（ｈ）刑事司法関連組織における、幹部を含
む階層への女性の進出の確保
　（ｉ）刑事司法組織への採用等におけるジェ
ンダー平等を含む少数派への配慮

⑧　1990 年　ハバナ
⑨　1995 年　カイロ
⑩　2000 年　ウィーン
⑪　2005 年　バンコク
⑫　2010 年　サルバドール
⑬　2015 年　ドーハ
⑭　2020 年　日本（開催都市は今後決定）

国連犯罪防止・刑事司法会議（コングレス）開催地一覧
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⑩国民参加の観点から以下を努力： 
　（ａ）犯罪予防に重点を置いた社会経済発展
を促がす総合的な政策の実施
　（ｂ）法の支配に関する啓発、若年層への働
き掛け
　（ｃ）児童や若者に特化した法遵守文化の促
進
　（ｄ）対話や地域参加を通した社会的な対立
解決
　（ｅ）腐敗防止・人権重視・刑事司法への近
づきやすさの確保を通じた刑事司法に対する
国民の信頼の向上
　（ｆ）情報通信技術の利用可能性の探究
　（ｇ）犯罪防止・刑事司法分野における電子
政府システムの改良の推進、警察と地域の協
力推進のための新たな技術の利用促進
　（ｈ）犯罪防止・対策における官民協力の強
化
　（ｉ）国民が法律にアクセスできるように
し、刑事裁判の透明性を高める
　（ｊ）犯罪や腐敗の通報の奨励、通報者の保
護
　（ｋ）誰もができる司法へのアクセスや犯罪
者処遇における市民の関与の確保
　（ｌ）民間団体の積極的参加を通じた犯罪防
止、被害者・出所者等の社会参加・雇用
　（ｍ）犯罪学、科学捜査、矯正等における研
究能力の構築・維持，現代的科学技術を基
礎とした関連政策等の策定・実施
⑪長期にわたる持続可能で効果的な技術支
援・能力育成の重要性の確認
　（ａ）要請国の要望や優先度に応じた犯罪防
止・対策事業の策定・実施
　（ｂ）国連薬物犯罪事務所が国連加盟国と協
力し行う課題への対応及び市民参加の強化
⑫国連薬物犯罪事務所の役割の重要性
⑬日本が 2020 年コングレス招致を表明した
ことへの歓迎
⑭カタール政府への感謝　

　（ｄ）外国人テロ戦闘員による脅威への対策
における協力強化、外国人テロ戦闘員の移動
やこれへの支援の抑止、テロ行為の参加者な
どの処罰
　（ｅ）犯罪収益の発見・押収等を含む汚職対
策、財産回復手続の迅速化
　（ｆ）経済犯罪対策におけるより効果的な対
策
　（ｇ）資金洗浄対策強化、犯罪収益の特定・
回復措置の強化
　（ｈ）被保全資産の減価防止措置の履行、国
際協力強化
　（ｉ）人身取引・不法移民対策、これらの犯
罪における被害者の保護
　（ｊ）人身取引・不法移民事案捜査における
財政捜査の積極的検討
　（ｋ）銃器対策
　（ｌ）国際協力強化や犯罪組織への関与への
対抗を含めた薬物問題対策
　（ｍ）国際組織犯罪防止条約（ＵNＴOC）の
適切な見直し方法の採用に向けた検討の継続
　（ｎ）刑事共助に関するモデル条約の活用；
委員会におけるモデル条約改定要否の検討
⑨新たな犯罪類型への対応のため，以下を努
力：
　（ａ）新たな犯罪類型に対応するための総合
的な犯罪防止・刑事司法の実施，ＵNＴOC の

「重大犯罪」に該当させること
　（ｂ）サイバー犯罪の予防、害悪の除去；技
術支援；対応強化対策の更なる検討
　（ｃ）文化財の違法取引対策、統計情報の収
集継続、国連モデル条約の改正などの検討
　（ｄ）都市型犯罪とギャング犯罪を含む組織
犯罪との関連性調査
　（ｅ）組織犯罪、腐敗、資金洗浄への対策に
よる、環境に影響を及ぼす犯罪の抑止・対抗
　（ｆ）新たな犯罪類型に対応するための研
修、技術支援
　（ｇ）他の新たな国際組織犯罪類型の情報分
析
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　2015 年４月 12 日～同 19 日までカタール
国ドーハにて開催された第 13 回国連犯罪防
止刑事司法会議（以下 Cｒiｍe Cｏnｇ　　　ｒeｓｓ と略
称する）にアジア刑政財団名古屋支部の会員
として参加させていただきました。小職は、
弁護士として暴力団組長に対する損害賠償請
求（いわゆる組長責任訴訟）の弁護団に参加
しており、日頃から組織犯罪対策に関心を
持っており、この Cｒiｍe Cｏnｇ　　　ｒeｓｓ では大変
貴重な経験をさせていただきました。まず関
係諸氏に心から感謝いたします。ありがとう
ございました。
　Cｒiｍe Cｏnｇ　　　ｒeｓｓ は、大きくわけて全体会
議、ワークショップ、サブミーティングに分
かれます。ワークショップは４つのテーマで
すが、サブミーティングは、多岐にあふれ
150 ほどのミーティングが開催されます。全
体会議からサブミーティングまで、様々なレ
ベルで会合が持たれ、事務色の強い会合から
実務色の強い会合まで、各々とりまく利益状
況も異なり、いろいろな会合に参加するだけ
でも勉強になりました。小職は、実務家とし
て、各国がとる刑事政策がどのような形で実
務に反映されているのかという観点から全体
会議やワークショップも拝聴しつつサブミー
ティングにできる限り出席しました。
　なお、開催期間中、参加者全員を招いた夕
食会やクラシックコンサート（ともに参加費
無料）なども催されました。
　全体会合、各ワークショップの成果は公表
されていますので、サブミーティングについ
て少し触れたいと思います。
　先に述べましたとおり、期間中、サブミー
ティングはおよそ 150 も開催されており、同
じ時間帯に複数開催されています。サブミー
ティングの主催者は、国際機関や各国政府の
機関、NGO、民間企業（Ｍiｃｒｏｓｏｆｔ も参加し

ていました。）等まで多種多様
です。
　小職は、組織犯罪対策及び法
整備支援に関するセッションに
絞って参加しました。特に印象
に残っているのが、いわゆる麻
薬戦争の最中にあるメキシコの
セッションでした。日々市民が

勉強になったサブミーティング 名古屋支部　土居　竹美

麻薬組織の巻き添えになっている彼らは現在
切実な問題を抱えています。捜査機関だけで
は限界がある組織犯罪対策において、政府と
市民団体がともに複数のプロジェクトを遂行
しており、組織犯罪対策における市民の役割
という点から大変参考になりました。
　一方、法整備支援に関しては、被疑者・被
告人の拘束期間をとってみても、日本では当
然だと思うことが、発展途上国では当然では
なく、例えば窃盗で逮捕・勾留されて３年放
置などの話が珍しくないのです。刑事司法の
確立の重要性を痛感させられる具体例でし
た。
　観光については、基本的に会議の開催期間
中は、朝から夕方まで会議場に居ましたので、
十分時間はありませんでしたが、アラブ料理
を堪能し、夜に市場に行くなどし、アラブ文
化に触れることができました。
　最後に、大変充実した日々を過ごすことが
でき、関係諸氏に改めて御礼申し上げます。
次回の Cｒiｍe Cｏnｇ　　　ｒeｓｓ は 2020 年に日本で
開催されると聞きます。今回の Cｏnｇ　　　ｒeｓｓ で
は開催国の様々な機関や団体がサブミーティ
ングで発表等をしておりましたので、次回開
催の日本でも同じ様に関係諸機関、団体が関
与することになることかと思われます。小職
自身も微力ながら何らかの形で貢献できるよ
う努める次第です。ありがとうございました。
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　アジア刑政財団は、ACPF タイの協力で
2015 年１月 22 日、タイの首都バンコクのタ
イ法務研究所 （TIJ）カンファレンスルーム
でビジネスセミナーを開いた。
　テーマは「タイにおけるビジネス活動―効
果的な労務管理のための諸方針と良い実践を
探る」。2013 年 10 月に開催した「タイにお
けるビジネス活動―法制度・運用とその将来
の見通し」が、参加の日系企業関係者らに好
評だったことから、それを受けたフォロー
アップセミナー。参加者は 70 人にのぼった。
　セミナーでは、まず TIJ 所長で、ACPF
タイ理事長であるキティポン・キタヤラク
氏（元タイ法務省事務次官）が歓迎の挨拶。
その中で ACPF が共に協力関係をさらに発
展・深化させることが両国民にとって重要で

談して欲しい」などと述べた。
　このあと２時間にわたって、「タイにおけ
る労務管理問題についてよくある質問」、「労
働者不足により良く対処するための規則と政
策の理解」について、タイ労働省労働保護福
祉局法規部長ソムポップ・プラブナロング氏、
同省事務次官室政策戦略部長ペチャラット・
シナウィ女史がそれぞれ講演した。
　講演は、タイにおける労務問題を統計的に
概観した上、タイ現地に進出する日本企業が
タイ労働者を雇用する場合に直面する具体的
な労務管理問題（管理者と労働者の定義、マ
ネジャーを降格させたら訴えられるかなど）
と刑事罰との関係（労働問題が刑事罰へと進
むケース）及びタイにおける労働者不足への
対応（隣国から流入した外国人労働者を雇用
した場合の法律上の問題点）について具体的
に解説するもので、極めて実践的な内容で
あった。
　会場では、タイ語から日本語への逐次通訳
が行われ、かつ内容が現地進出企業が現地で
直面するものであっただけに、各参加者は熱
心に講演に聴き入った。
　事後に実施したアンケートでも参加者の満
足度は高く、今後引き続きタイ政府関係者か

バンコクで日本企業向けビジネスセミナー
ACPF タイと共同開催

基調講演を行うナコーン氏

会場風景

あること、今
回の課題をも
とに、引き続
き第３回のセ
ミナーを開催
したい旨述べ
た。
　引き続きタ
イ労働省事務
次官で ACPF
タイ理事のナ
コーン・シラ
パアチャ氏が
基 調 講 演 を
行った。同氏は「タイで登録している日本企
業は 3,000 社以上」、雇用に際しては「タイ
の労働者に対し、日本の文化価値観、時間厳
守などについてのオリエンテーションを実施
して欲しい」「個別案件でも問題があれば相
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　アジア刑政財団は，アジ研（国連アジア極
東犯罪防止研修所）の協力を得て，経営法友
会との合同講演会を平成 27 年 7 月 15 日，東
京都千代田区神田駿河台のソラシティカン
ファレンスセンターで開催した。
　経営法友会との合同講演会は早 3 年目に入
る。そもそものきっかけは，当時のアジ研所
長が経営法友会で講演したのが縁で，経営法
友会との共催セミナーがスタートしたとのこ
とである。
　経営法友会は企業内の法務担当者によって
組織されている専門家集団で，多数の企業が
会員となっている。講演会当日も 240 社を超
える会員会社が参加し，講演会は盛況となっ
た。アジ刑政財団からも会員各社に御参加い
ただいたほか，講演会の講師派遣に尽力され
たアジ研から山下輝年所長，森永太郎次長，
ほか 3 名の教官も出席された。財団本部から
は，松尾邦弘副理事長，樋渡利秋副理事長，
審議役の安田博延氏，杉田就氏，北田幹直氏，
大森晶夫総務部長ほかが出席した，
　今回の講演会では，初めに経営法友会の児
玉良彦事務局長とアジア刑政財団の堀内国宏
事務局長が，それぞれあいさつを行った。

　プログラムは全体で 3 時間であり、米英の
贈収賄規制の制度解説（吉田大助弁護士，レ
イサムアンドワトキンス外国法共同事業法
律事務所），中国の贈収賄規制制度解説（上
野正晴検事，元在中国日本国大使館アタッ
シェ），パネルディスカッション（上記２氏
に加え，北博行氏（経営法友会評議員），青
井慎一氏（日東電工），鈴木朝子氏（テルモ），
宮川玲氏（東レ），入江源太氏（弁護士，麻
布国際法律事務所），司会：犬童淳平氏（ソ
フトバンク））という構成で進められた。
　講演会の内容は，米英関係では，1972 年
のウォーターゲート事件を端緒として 400 社
を超える米国企業が，外国公務員に不適切ま
たは問題のある金銭を供与していたことが発
覚し，1977 年の海外腐敗行為防止法（FCPA）
成立に至った説明がなされた。また，国内事
犯の処罰だけでは，結果的に国外犯を野放し
にし，自国の国際競争力を低下させることに
つながりかねないことから，域外適用の原則
を組み入れ，その後世界的規模で腐敗防止を
実現するために，1997 年に OECD 海外公務
員贈賄防止条約を，2003 年に国連腐敗防止
条約を成立させていく腐敗防止策の潮流の解

米英・中国における海外贈収賄規制の
概要と企業の取り組み
� 経営法友会との合同講演会

ら同国の労務管理問題などについて実情を聞
きたいとの要望が寄せられた。
　講演終了後は、同フロア内にある TIJ の
ホールでカクテル・レセプションが行われ、
参加企業関係者と主催側 ACPF タイの幹部
や在バンコク日本大使館担当者らとの歓談、
参加者相互の情報交換が行われた。
　このセミナーの実施にあたっては、前回同
様、在バンコク日本大使館、バンコク日本人
商工会議所、経営法友会の多大なご協力を得

た。
　なお、今回のセミナーには ACPF 本部か
ら堀内国宏事務局長、有田知徳、安田博延両
審議役、大森晶夫事業部長が出席した。
　大森事業部長が、今回のセミナーの立案・
計画・実行について、ACPF タイ側幹部と
折衝、在バンコク日本大使館、バンコク日本
人商工会議所への協力要請を担当した。
 （報告：審議役・安田博延）
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説がなされた。FCPA に基づく和解金額は
2008 年の独企業の 8 億ドルが筆頭であるが，
日本企業も和解金 2 億ドル超，罰金 8800 万
ドルなどの制裁例があり，日本企業として，
腐敗行為防止の観点からコンプライアンスを
徹底する上での問題点（贈賄は金銭に限らな
い，公務員の定義，第 3 者の起用，取引先等
に対するコンプライアンスの義務付け等）に
関する説明がなされた。
　中国関係では，中国の贈答文化の実際，習
近平政権の姿勢（政治主導の取締り），刑事
事件捜査以外に党の「紀律委員会」による法
の枠外の調査実態，摘発を厳しくしたために
多数が検挙され行政麻痺を起す事態になって
いる省もあること，そのため「商業賄賂」の
摘発に移行する可能性があること，贈賄主体
が個人か組織（「単位」と表記）かで起訴基
準も異なるので要注意，各業界団体で社交的
儀礼の範囲か否かを取決めしているものもあ
る，中国の汚職摘発・汚職防止策の現状を踏
まえた興味深い分析がなされた。
　パネルディスカッションでは，経営法友会

の報告書「海外贈収賄規制と企業コンプライ
アンス」を作成したメンバーも加わり，「我
が社で海外贈収賄事案が発生したら？」と題
していくつかの想定例を基にした分析・解説
が行われた。当局調査対応における論点（文
書保全，保全文書の調査，外部弁護士の起用，
自首，取引先への念書提出等），当局との対
応上のタイムフロー（発覚の端緒，弁護士の
起用・訴訟対応，司法省等による捜査・内部
調査・社内意思決定，司法取引）有罪となっ
た場合の対応，コンプライアンスシステムの
構築のための諸要素の説明が行われた。その
後の質疑応答では，聴衆から「腐敗行為とみ
なされない」慣行上の贈答品金額の基準や贈
答方法等について具体的な質問も寄せられ，
予定時間を超過して講演会は終了した。
　講演会後，講演やパネルディスカッション
を聞いたアジア刑政財団会員からは，「実務
にも大変役立つ内容だった」，「本当に大変参
考になり，社内で情報共有をさせていただい
た」等の感想をお寄せいただいた。

パネルディスカッションを熱心に聞く参加者
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　刑事司法分野の 5 年に一度の総会（コング
レス）、そして毎年開催の委員会（コミッショ
ン）と、2015 年 4 ～ 5 月にかけて UN（国連）
会議を経験しました。前者はドーハ、後者は
ウィーンです。前者ではワークショップ１（女
性・少年問題）の冒頭挨拶、後者ではパネリ
ストとなりましたが、いずれも初体験でした。
　会議の内容では関心を引かないと思います
ので、「時間」にまつわる話に焦点を当てます。

これがUN時間？

　開会式の座席は、各国や UN 関連機関など
人数制限があり、事前申込みで入場券が必要
で、これは入手していた。当日配布の予定表
には「09：00 ～ 12：00 オープニングセレモ
ニー」とある。08：30 に入場券を見せても、
09：00 入場だと言う。多人数が入場するため、
これは 30 分遅れを覚悟したが、なんと 1 時
間 20 分遅れで始まった。威風堂々と入って
きて、恐縮する様子もない。一通りの開会宣
言と挨拶が終わると関係者が悠々と退場し、
再び待たされる。待つこと 1 時間弱。舞台で
制服の楽団が国歌演奏し、再度セレモニーが
続いた。全部併せて 40 分。
　結局「09：00 ～ 12：00 オープニングセレ
モニー」の意味は、日本だと 3 時間連続の行
事だが、「3 時間のうちに行事をやる」とい
う程度の意味だ。そう理解しなければ辻褄が
合わない。
　この時間感覚は随所に現れる。15 分遅れ
は当たり前で、５分休憩と言って 30 分経過
したワークショップがあった。かつてのイン
ド体験で「hour はあっても minute はない」

と看破したが、これと同じで、9 時も 9 時 59
分も「9 時」と考えれば、僅か 20 分遅れ（笑）
　かつて日本にも「裁判所時間」（開廷時刻
の遅れ）があったが、裁判所と当事者の努力
で克服して久しい。

時間厳守の場面

　実は国連にも時間厳守があった。特に二つ
の場面で存在する。
　まず、ステイトメントやワークショップで
の発表は時間厳守である。制限時間の数分前
には紙が回ってくる。でも発表者が政府代表・
全権大使だと中断させるのは失礼なのか、抑
えが効かない。
　次は、何故か終了時刻はよく守られる。長
引いてもせいぜい 10 分程度である。なぜな
ら通訳の存在が大きいから。国連公用語はア
ラブ語・中国語・英語・フランス語・ロシア語・
スペイン語。会場で一人が話せば、今回は残
り５言語の通訳が一斉に同時通訳するのであ
る、同時並行の会議がいくつもある上、２～
３人で一組だから、結構な人数になる。その

国連アジア極東犯罪防止研修所長

山下　輝年

UN会議と時間

予備ワークショップ１挨拶（ドーハにて）
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ため終了時刻は厳守なのだという。通訳は準
備が膨大である上、会議に貼り付けになるの
で余暇を楽しめない。終了時刻を厳守して、
彼らの余暇時間を確保する。それは労働組合
対策でもあるという。
　開始と途中がルーズで終了が厳守というこ
とは、余裕（アソビ）を見込んだプログラム
ということであろう。きっちり詰め込む日本
感覚では立ちゆかなくなる。早く終われば皆
ハッピーという感覚が必要だ。

政策あれば対策あり

　パネリストの時間厳守に関して、UNAFEI
推薦のウジュ・アゴモ氏の「対策」が凄かっ
た。プレゼンの時間が 15 分では全く足りな
いという主張。しかし時間制限には逆らえな
い。そこでプレゼン前に、ウジュ氏は友人に

「15 分じゃ足りないから、何でもいいから私
を名指しで質問してくれ」と頼んでいた。私
は、こんな根回しを今まで見聞きしたことが
ない。しかし、聴衆の質問が名指しの質問で
ないと、自ら積極的に応答し、あまり関係な
い質問でも自ら介入していたため、根回しの
質問はなされなかった。

秘密兵器の登場

　次はウィーン・コミッション（委員会）で
の一幕である。
　私は、或る議題で議場から発表予定であっ
た（ステイトメント）。本来は午前中の予定
だったが、遅れて午後になり、更に翌日回し
となった。そこで議長が「夜も続けようと思っ
たが午後 6 時で終わる。明日は一人 5 分に制
限。10 時開始。10 時 15 分とか 20 分ではなく、
本当に 10 時だ」と強気に宣言した。
　「10 時きっかり」を英語で“Ten o’clock 
sharp”と言うが、これまでも sharp と言い
ながら実際には 20 分遅れとなっていた。だ
から「15 分でも 20 分でもない」というダメ
押し表現になった。

　翌朝、ナント 10 時に始まった。しかも
正面大型画像に大きくカウントダウンタイ
マーの秘密兵器。それも五輪競技を思わせる
1000 分の 1 秒表示で、目にも止まらぬ速さ
で動く。5 分を過ぎると表示が赤くなって点
滅！　二人目の発表の時にカウントダウンを
押し忘れると UNODC の司会補佐役の女性
が立ち上がって「タイマーを押せ」という仕
草をしていて本気だった。
　これは効果抜群で、皆が 5 分で終えようと
努力した。人間、目標が明白だとこうも変わ
るのか。さて私は UNAFEI の登録を Japan
の登録に変えることになった。政府のほうが
順番が早くなり、“J”だから後ろになること
はないという外務省の機転です。元々 10 分
の原稿を 5 分に縮める必要があり、大幅に
カット。そして最後を近時のキーワード「法
遵守の文化」に引っかけて締めくくった。

“Japan and the Japanese are well known for 
punctuality, well-disciplined and its culture 
of lawfulness.  I am very happy to conclude 
my statement within five minutes.”（ 文 法
は無視）
　会場から笑いと拍手が起こり、議長も好意
的な反応してくれました。

最後に

　2020 年コングレスは日本開催だが、老婆
心ながら、時間厳守の点の軋轢を克服できる
か？
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　５月 29 日（金）、横浜支部の役員会・総会
が横浜銀行本店会議室で行われた。平澤貞昭
横浜支部会長（横浜銀行特別顧問）、角田康
彦横浜刑務所所長、石塚淳横浜刑務所総務部
長、昨年法人会員になった（株）岡村製作所
の萩原圭一総務部長を含む支部役員・会員
15 名が出席した。
　総会の後、恒例の横浜港ディナークルーズ
が行われる山下公園へ移動した。
　今年は、第 160 回国際研修参加者 29 名（16
カ国の外国人研修生 22 人と７人の日本人研
修生）、山下輝年アジ研所長他８名の引率者
を招待し、横浜港ディナークルーズを開催し
た。
　ゲストはＡＣＰＦの堀内国宏事務局長、千

葉景子ＡＣＰ F 評議員・元法務大臣、水戸
将史衆議院議員（横浜支部顧問）、角田康彦
横浜刑務所所長、石塚淳横浜刑務所総務部長、
名雪加奈子横浜刑務所統括矯正処遇官、赤間
寛司・池田千亮各横浜刑務所国際専門官、島
屋紀明㈱ＡＯＫＩホールディングス常務取締
役、飯島恒・神田典明・永嶋大海各富士古河
Ｅ＆Ｃ㈱、新庄一郎・北田幹直各ＡＣＰＦ審
議役、大森晶夫ＡＣＰＦ総務部長、吉田弘之
ＡＣＰＦ事業部長ら、総勢 76 名になった。
　まず横山佳夫横浜支部副会長（ＡＣＰＦ本
部理事）が開会を宣言、平澤会長が歓迎の挨
拶。山下アジ研所長の挨拶、来賓紹介の後、
千葉元法務大臣が乾杯の音頭をとった。
　港の空は皆さんを歓迎するかのようにそれ

そよ風とともに横浜港クルーズへ

マリンルージュの前で記念撮影
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までの雨が上がり、マリンルージュ号は山下
公園の桟橋をあとに午後７時から２時間のク
ルーズに出航した。
　その間、研修参加者らは豪華な食事と国内
外の司法関係者との会話、横浜港の夜景を
デッキに出て楽しんだ。
　その後、恒例の「日舞扇乃会」の花柳錦右
さん、森口カツ子さん、海賀マキさん、菊地
幸子さんによる船上での日本舞踊が披露さ
れ、また、荒山伸一さんと司法修習生の吉田
夢子さんが研修生に記念品をプレゼントし

た。
　最後に研修生を代表してパプアニューギニ
ア公設弁護士事務所ゴロカ担当弁護士のヴィ
ンセント・アグサヴェさん、日本人からは関
東信越厚生局麻薬取締部厚生労働事務官の外
山勝也さんがお礼の言葉を述べた。
　あっという間の２時間だったが、研修生と
その他の参加者が共に大変楽しんでいる様子
を見て、充実した心暖まる交流会となりまし
た。ご協力いただきました関係各位に感謝申
し上げます。 （横浜支部幹事・小島喜芳）
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川
島
主
幹
、
相
澤
副
会
長
、
後
列
左
か
ら
吉
田
司
法
修
習
生
、

岡
村
製
作
所
・
萩
原
氏
、
赤
津
副
会
長
、
石
塚
横
浜
刑
務
所
総
務

部
長
、
角
田
横
浜
刑
務
所
所
長
、
平
澤
会
長
、
横
山
副
会
長
、
越

水
幹
事
、
小
島
幹
事
、
三
協
興
産
・
竹
原
氏
、
宮
臺
幹
事

和服で歓談（左端は東京理科大学
学長藤嶋昭氏の夫人で日舞扇乃会
の花柳錦右さん）

挨
拶
を
す
る
平
澤
横
浜
支
部
会
長

挨
拶
を
す
る
千
葉
景
子
元
法
相
（
横
浜
支
部
顧
問
）
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ことしも５月 23 日（土）
夏場所 14 日目に、第 160
回国際研修（テーマは「サ
イバー犯罪の現状と対策」）
の参加者 29 人（海外 22、
国内７）らを両国国技館に
招待、打ち出し後は近くの
第一ホテル両国に会場を移
して交歓会を開いた。そし
て６月 17 日（水）アジ研
で行われた閉講式後の懇親
会で、鈴木仁会長がネパー
ルのコイララ判事に英語版
の会報を手渡した。

恒例の大相撲夏場所と英語版会報
　本部支部「期成会」（鈴木仁会長）の年間
行事の最大のイベントは、大相撲夏場所にア
ジ研の国際研修参加者をお招きすることと、
期成会報の英語版を作成して研修を終えて帰
国する際のお土産としてお渡しすること。
　2007 年から始めた恒例行事で、９回目の

大
入
満
員
の
垂
幕
の
下
で
熱
戦

ネ
パ
ー
ル
の
コ
イ

ラ
ラ
判
事
に
期
成

会
報
英
語
版
を
贈

る
鈴
木
仁
会
長
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挨
拶
す
る
湯
川
毅
ア
ジ
研
教
官

タ
ガ
ロ
グ
語
を
交
え
て
サ
ン

ク
ス
ス
ピ
ー
チ
を
す
る
カ
ベ

ル
さ
ん
。
左
は
通
訳
す
る
佐

藤
建
大
阪
高
裁
判
事

三本〆をする左から狐崎監事、山田、田久保、島田各副会長

記念品を贈る東洋子
さん（左から２人目）

挨
拶
す
る
日
野
正
晴
理
事
長

キ
ツ
キ
ツ
の
桟
敷
席
で
応
援

刑政財団理事長、アジ研
の湯川毅教官が挨拶、期
成会顧問の堤哲財団評議
員が乾杯の音頭をとっ
た。
　歓談の途中で、堀内国
宏財団事務局長が大相撲
の文化について蘊蓄を傾
け、研修参加者たちは覚
えたての日本語でそれぞ

　最近の相撲人気でいつもの２階席が確保で
きなかった。桟敷席の方が料金は何倍もする

サンクススピーチ。通訳は日本人研修生の佐
藤建大阪高裁判事がつとめた。
　最後に期成会の田久保健美、島田益吉、山
田清司の３人の副会長と狐崎麻男監事が舞
台にあがって中締め。１回リハーサルの後、

れ自己紹介した。このあとフィリピンのカベ
ルさんが英語にタガログ語、日本語を交えて

が、鈴木会長が何とかチケットを
押さえた。定員４人の桟敷席は、
日本人でも足が伸ばせない。パプ
アニューギニア、サモア、ケニア
などからの大柄な研修員は膝を
折って、中には桟敷から足を出し
てのキツキツ観戦だった。
　大入り満員の垂幕が出た館内。
横綱白鵬が敗れて座布団が飛び交
う異常な盛り上がりに大興奮だっ
た。
　第一ホテル両国での交歓会では、鈴木会長
が歓迎の言葉を述べたあと、日野正晴アジア

「お手を拝借、イ
オーッ、シャシャ
シャン、シャシャ
シャン、シャシャ
シャン、シャン」
と三本締めを行っ
た。
　期成会の東洋子
さんは着物姿が定
番。出口で研修参
加者にお土産を手
渡していた。
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第23回支部役員会・総会を開催

　平成 27 年５月 26 日（火）、ＫＫＲホテル
名古屋で第 23 回支部役員会・総会を開いた。
出席したのは、会長ほか 18 名と、来賓とし
て財団本部から松尾邦弘副理事長、名古屋高
等検察庁から田内正宏検事長、名古屋地方検
察庁から窪田守雄検事正に出席いただいた。
　議案審議に先立ち、会長（代理：長谷川聡
中部電力株式会社法務部部長）が「昨年度は、
４月１日に公益財団法人へと移行し、６月に
は盛大に祝賀会が開催されるなど、当財団に
とって記念すべき年となりました。公益財団
法人への移行に伴い、公益目的事業の範囲が
犯罪防止・治安の維持や国際相互理解の促進
を目的とする事業にも広がり、当財団の果た
す役割がさらに重要になるとともに、社会か
らの期待もますます高まっていくものと考え
ております。今後とも、みなさまのご理解と
ご協力、本部のご指導をいただきながら、ア
ジアの『犯罪なき繁栄』への貢献を目指して、
より一層活発な活動を推進してまいりたいと
存じます」と挨拶をした。
　続いて来賓の松尾副理事長からご挨拶を頂
戴した後、下記議案について会長が議長と
なって審議が行われた。まず田中・小関両主
幹がそれぞれの議案について説明、審議の結
果、原案どおり可決承認された。
　事務局からフィリピン犯罪防止実務者連盟

（ＣＰＰＡＰ）の 2014 年の活動実績が報告さ
れ、本年９月５日（土）開催予定の第 161 回
国際研修員との意見交換会に併せた支部主催
の講演会開催、27 年度会費納入、会員の獲
得などについて事務連絡が行われた。
　終了後、田中主幹の挨拶に続き、名古屋高

「犯罪なき繁栄」を目指し、
より一層の国際貢献を誓う

検・田内検事長か
らご挨拶、名古屋
地検・窪田検事正
の乾杯の音頭で、
懇談会に移った。
和やかなうちに時
間を過し、小関主
幹の閉会を惜しみ
ながらの挨拶で、
散会となった。

挨拶する会長代理（長谷川聡
法務部部長）（左から２人目）

田
内
検
事
長

記
議案Ⅰ　平成 26年度事業報告
１　第 22 回支部役員会・総会開催
２　 講演会開催（演題＝フィリピンでビジネ

スをするということ）
３　 アジ研第 158 回国際研修員との意見交換

会開催
４　刑事政策公開講演会出席
５　犯罪白書に関する説明会出席
６　 ＣＰＰＡＰへの活動支援（ハーフウエイ

ハウス運営を含む）支援金 50 万円
議案Ⅱ　平成 26年度収支決算報告
議案Ⅲ　平成 27年度事業計画
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１　第 23 回支部役員会・総会開催
２　講演会開催
３　 アジ研第 161 回国際研修員との意見交換

会開催
４　刑事政策公開講演会出席
５　犯罪白書に関する説明会出席
６　 ＣＰＰＡＰへの活動支援（ハーフウエイ

ハウス運営を含む）支援金 50 万円
議案Ⅳ　平成 27年度予算

　フィリピン犯罪防止実務者連盟（Crime 
Prevention Practitioners Association of the 
Philippines. 以下「CPPAP」）は、アジ研国
際研修に参加したフィリピン刑事司法職員を
中心に設立した犯罪防止刑事司法運営を推進
する機関である。この機関は、アジア刑政財
団（ＡＣＰＦ）、アジ研、そして他の国際機
関と協力関係を築いている。
１　事業計画の策定
　CPPAPは、2014年中に2回の会議を開催（5
月 26 日、11 月 28 日）し、以下の事業計画（2015
年次も含む）を協議した。
　①フィリピン日本ハーフウエイハウスに対

する支援（医薬品等も含む）②矯正施設等に
対する医療関係援助③ザンボアンガのハーフ
ウエイハウス（更生保護施設）の設立に関す
る援助計画の準備（注：現在フィリピンでは、
２つ目のハーフウエイハウスの設立に向けて
の動きがある）④首都圏における犯罪防止学
生評議会への支援⑤女子刑務所（ＣＩＷ）に
対する可能な生活支援援助。
　また、ハーフウエイハウス運営に顕著な貢
献をしたマニュエル・コー氏に対し、フィリ
ピン大統領からの顕彰（功績功労賞）の受章
を祝賀し、氏への感謝状授与を決定した。
２　事業計画の実施
　CPPAP は、医師の協力を得て、ハーフウ
エイハウス医療従事者に医薬品及びビタミン
剤の援助を実施した（医療支援）。
　CPPAP は、ダスマリナス・ロータリーク
ラブの協力を得て、ハーフウエイハウスの居
住者に対し、理髪に関する研修の援助を行う
とともに、理髪器具を寄付した。
　CPPAP は、ハーフウエイハウス施設の修
繕を行い、空調設備を修理したほか所要の備
品（椅子）を購入した。
　CPPAP は、保護観察仮釈放局の協力を得
て、ハウス入居者の社会復帰に必要な適応力
向上を目指す治療共同体的プログラムを実施
した。このプログラムは、朝礼時、作業時、
教誨、庭園作業、技術訓練及び更生プログラ
ムに取り込む形で実施し、自己統制力の強化、
精神面の安定などで改善が認められた。

　また、保護観察仮釈放局職員により、
ハウス入居者の社会復帰を促進させる措
置（共和国法第１０９５２号通知「善行
及び期間猶予（ＧＣＴＡ）並びに行政執
行上寛大処分について」）が実施された。
３　今後の方向性
　CPPAP として、ACPF 名古屋支部、
ACPF 本部、アジ研との協力関係を維
持発展させつつ、会員の増加に努めるこ
ととしている。

２番目のハーフウエイハウス設立に援助
も―ーフィリピン犯罪防止実務者連盟
（CPPAP) の活動概要（2014 年）
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　平成 27 年事業年度・大阪支部定時総会が
６月３日、大阪市天王寺区の大阪国際交流セ
ンター「さくら」で開かれ、各議案について
審議した結果、それぞれ原案どおり可決承認
された。
　可決されたのは、平成 26 年度・大阪支部
事業報告▽平成 26 年度・大阪支部収支決算
報告▽平成 27 年度・大阪支部事業計画（案）
▽平成 27 年度・収支予算（案）▽副会長・
特別顧問・参与・幹事の委嘱（新任・退任）
報告。
　総会は、荒川洋二会長（議長）及び事務局
の進行により行われ、荒川会長は「国連アジ
ア極東犯罪防止研修所などに対する研修事業
への協力・支援を行えるのも、会員の皆様の
お陰」と謝意を述べ、今後とも益々のご協力
を賜りたい旨をお願いした。
　引き続き講演会・懇親会が行われた。講演

大阪支部

外務省の三輪大使が国際情勢を講演
定時総会を新聞各紙が報道

平
成
27
年
６
月
４
日
付
産
経
新
聞

平
成
27
年
６
月
４
日
付
読
売
新
聞

平成 27年６月４日付毎日新聞
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講
演
す
る
外
務
省
の
関
西
担
当
大
使
・

三
輪
昭
氏

総
会
・
会
場

懇
親
会
で
大
阪
地
検
・

大
島
検
事
正
（
右
）
ら

と
談
笑
す
る
落
語
家
・

桂
福
丸
さ
ん
（
中
央
）

太
神
楽
曲
芸
を
披
露
す
る

豊
来
家
玉
の
助
さ
ん

懇
親
会
で
中
締
め
の
挨
拶
を
さ
れ
る

大
阪
高
検
・
尾
崎
検
事
長

は、外務省の関西担当大使・三輪昭氏が「我
が国をとりまく国際情勢」をテーマに現状を
説明した。
　三輪氏は 1975（昭和 50）年京都大学法学
部を卒業して外務省に入省。中南米局長から
駐ポルトガル大使、駐ブラジル大使を歴任。
2014（平成 26）年３月から関西担当特命全
権大使、政府代表。
　三輪氏は軍拡を進める中国について、周辺
地域での自国の利益確保を第一に考えている
と強調した。また、イスラム国など国家では
ない存在が世界の脅威になっていることにも
言及され、非国家のもたらす問題をどう解決
するかが非常に難しいと指摘した。その上で、
日本の果たすべき役割を「周辺国の変化をよ
く理解し、よりよい選択をすべき」と述べら
れた。
　昨年３月まで大使を務められたブラジルに

ついては、目覚ましい経済発展の陰で犯罪発
生率の高さや汚職が大きな課題になっている
と説明。司法当局への国民の信頼の低さも治
安改善の難しさを示していると力説された。
　懇親会では太神楽曲芸の第一人者・豊来家
玉の助と、異色の落語家・桂福丸の二人が会
場を華やかに盛り上げた。
　最後に大阪高検・尾崎道明検事長から中締
めの挨拶を頂き、本年度も盛会裡に閉会した。
 （柏岡）
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　千葉支部では、恒例の支部行事として年に
２回、有識者を招き、会員向けの講演会を実
施しています。
　平成 27 年 1 月 28 日 ( 水 )、千葉市幕張に
あるホテル ザ・マンハッタンで講演会を開
催しました。講師には、当支部顧問でもある
千葉地方検察庁の佐久間達哉検事正をお招き
し、「内外刑事司法事情」と題してご講演頂
きました。在アメリカ日本大使館一等書記官
や、アジ研所長などを歴任され、日本のみな
らず世界の司法事情に精通された佐久間検事
正からは、日米の司法制度の違いや、アジア
各国の司法現場の状況などについて、幅広い
ご見識からの大変貴重なお話を伺うことがで
きました。
　また、平成 27 年 6 月 23 日（火）、同市千
葉港にあるホテルポートプラザちばで 27 年
度役員会・講演会を開催しました。講演に先
立って行われた役員会では 27 年度の事業計
画等が承認されました。講演会には、ＮＰＯ
法人セカンドチャンスの才門辰史理事長を講
師として招き、「少年院出院からのセカンド

チャンス」と題してご講演頂きました。
　セカンドチャンスは、少年院出院者の交流
会等を主催し、居場所を作ることで再犯を防
ぐための活動を続けています。少年院経験者
である才門様は、院を出たその瞬間に不安や
誘惑に襲われたという自身の経験を語り、同
じような境遇、心情を抱える少年たちの助け
になりたいと、働きながらセカンドチャンス
の活動に携わっておられるということで、出
院後の心のケアや理解者の存在の大事さを改
めて感じることが出来ました。
 （千葉支部事務局・古谷紗和子）

講演会「内外刑事司法事情」、「少年院
出院からのセカンドチャンス」の開催

千
葉
支
部
役
員
会
（
中
央
が
早
川
恒
雄
会
長
）

佐久間達哉
千葉地検検事正

才門辰史
理事長
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　札幌支部では、アジ研第 159 回国際高官セ
ミナー参加者（海外 13 か国 18 名、国内７名）
らを囲んで意見交換会・懇親会を２月２日に
行いました。
　かつては、秋口に行っていましたが、「雪
の札幌」体験が大好評だったことから、今回
も第 66 回札幌雪祭り（２月５日～ 11 日）直
前に行いました（流石に雪祭りの真最中は難
しい）。
　当日は、札幌パークホテルにおいて、合計
130 名余の出席があり、ＡＣＰＦ札幌支部始
まって以来の大規模かつにぎやかなものとな
りました。
　主催者ＡＣＰＦ札幌支部の吉岡征雄会長の
挨拶、来賓の札幌高検西川克行検事長、道地
方更生保護委員会の大矢裕委員長から各ご挨
拶をいただいたあと、懇親会に入り、研修員
25 名全員の紹介をいただき、法務総合研究
所の赤根智子所長のスピーチ、そして札幌矯
正管区の荒関富士夫管区長（当時）の挨拶で
おひらきとなりました。
　懇親会の様子は写真の通りですが、今年は、
ＡＣＰＦの札幌支部会員と研修生との意見交
換のために 10 名の通訳（学生等）を入れた

ことが好評で、
支部会員等と研
修生との懇親で
時間が足りなく
なる程の楽しい
ひと時でした。

（札幌支部主幹・
田中燈一）

雪のサッポロで賑やかに交歓
第 159 回国際高官セミナー参加者を迎えて   

「
冬
の
札
幌
へ
よ
う
こ
そ
」。
研
修
参
加
者
に

挨
拶
を
す
る
Ａ
Ｃ
Ｐ
Ｆ
札
幌
支
部
吉
岡
会
長

会場を華やかに盛り上げたＡ
ＣＰＦ札幌支部の女性会員ら

西川検事長（左端）と歓
談する研修参加者たち

札幌矯正管区から
記念品の贈呈
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お姿に接することので
きた最後の行事となり
ました。岡村会長はア
ジ研の同窓生です。
　そのケニアからの研
修プロジェクトが終了
し、平成 25 年２月を
最後に埼玉支部とアジ
研海外研修員との交流
の機会が失われまし

　信田壽光名誉会長が逝去
新会長に岡村稔弁護士　

　平成 27 年３月
１日、名誉会長の
信田壽光氏が逝去
さ れ ま し た。 享
年 90 を超えてお
られました。平成
21 年 以 降、 当 支
部の会長又は名誉
会長として業務運

営に多大なご尽力をいただきました。
　写真は、３年前ケニアからの研修参加者
14 人を迎えて交歓会を開いたときのもので
す。しまうまの飾り物をプレゼントされ、心
から喜んでいました。ご冥福をお祈りします。
　平成 26 年７月の会員総会で、長年にわたっ
て刑事・少年事件の裁判官を経験された岡村
稔弁護士を新会長に選任しました。この総会
が、その後に逝去された信田壽光名誉会長の

贈
ら
れ
た
し
ま
う
ま
を
喜
ぶ
信
田
会
長
（
当
時
）

＝
２
０
１
２
年
２
月
24
日
撮
影

故
信
田
名
誉
会
長

岡村新会長

た。それ以降、犯罪防止についての啓発を目
的とする公開講演会開催や会員による刑事矯
正施設見学等を事業活動として行っていま
す。
　平成 26 年８月の公開講演会は、当支部主
幹の鈴木明人さいたま少年鑑別所長が「非行
少年の立ち直りに向けて」。非行少年の立ち
直り援護の心構え、少年との接し方など、鈴
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府
中
刑
務
所
を
見
学
し
て
記
念
撮
影
（
２
０
１
５
年
１
月
29
日
撮
影
）

木所長ご自身の豊富な経験を踏まえられたお
話に約 80 名が熱心に聴講しました。
　同年 12 月「私が出会った保護観察対象者
たち」と題し、日本臨床心理士会の村瀬嘉代
子会長の講演。支部会員の市川憲子保護司が
紹介する事例を基に、村瀬先生によるアドバ
イス、参加者相互の苦労話の紹介や意見交換
がなされました。参加者は約 60 名にのぼり
ました。
　平成 27 年１月には、会員 20 名が府中市の
アジ研（国連アジア極東犯罪防止研修所）を
訪問し、所長表敬、社会内処遇関係の外国人
客員専門家による講義と次長による業務説明
の聴講、施設内見学の上、研修員の方々と同
じランチをいただく機会にも恵まれ、参加者
全員がアジ研の存在意義につき認識を新たに
しました。午後には、お隣の府中刑務所を訪
れ、施設内を見学しました。
　７月に開催した支部会員総会では、平成

27 年度事業計画が承認され、前年同様、年
２回講演会を開催し、さらに少年矯正施設を
見学することも決めました。
　同月には、講師に元埼玉県教育委員長の松
居和先生をお迎えして公開講演会。｢子育て
から生まれる絆～幼児が親心を育て社会に絆
が生まれる｣ の演題で、世界の教育現場を観
られてきた立場から将来の日本の教育に警鐘
を鳴らす内容で、“絆”の少年非行防止に果
たす意味についても触れられ、約 60 名の参
加者全員が熱心に聴き入っていました。
　先の総会では、毎年楽しみにしていたアジ
研海外研修員との交流の機会が失われたこと
などもあって、脱会の意向を示し始めている
会員もいることなどの課題についても意見交
換。外国人研修員との交流機会が復活するこ
とを夢みながら、本年度も公開講演会開催な
どで犯罪防止啓発活動に取り組んで行くこと
としました。

アジ研・府中刑務所を見学
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　文化功労者・絹谷幸二先生の作品で好評の
「国際貢献カレンダー」。2016 年版の内容が
決まりました。裏表紙のカラ―写真を見てく
ださい。１部、協賛金 1,500 円です。例年通
り「名入りカレンダー」の注文にも応じます。
希望される方は、財団事務局（042・334・
6639、Fax042・334・3461、E-mail：info@

acpf.org）へ申し込んでください。
　財団のスローガン「犯罪なき繁栄」を日本
語をはじめ、英語、北京語（中国）、韓国語、
ベンガル語（バングラディッシュ）、シンハ
ラ語（スリランカ）、マレー語（マレーシア）、
ネパール語、ベトナム語、ビルマ語（ミャン
マー）、タイ語、ウルドゥー語（パキスタン）、
インドネシア語、タガログ語（フィリピン）、
ヒンディー語（インド）の計 15 か国で作製。
ニューヨークとウィーンの国連本部をはじめ
財団の海外支部などに贈って、喜ばれていま
す。
　一層のご協力をよろしくお願い致します。

「国際貢献カレンダー

２０１６」のお知らせ

会社名もお入れします
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　元大阪高検検事長
の北田幹直氏（弁護
士）が新たに審議役
に 加 わ っ た。 こ れ
で審議役は 15 人に
なった。北田氏は元
アジア極東犯罪防止

＜ 主な海外関係活動 ＞
（平成 27 年 1 月から平成 27 年 7 月まで）
２月３日　現代世界における社会開発の再
考・強化に関する市民社会フォーラム　アメ
リカ・ニューヨーク　ニューヨーク駐在代表
メラップ女史出席
２月 4 日～ 13 日　第 53 回国連社会開発委
員会　アメリカ・ニューヨーク　ニューヨー
ク駐在代表メラップ女史出席
２月 25 日　2015 年以降の開発議題への犯
罪防止・刑事司法の統合に関する高級レベル
国連総会討議　アメリカ・ニューヨーク　
ニューヨーク駐在代表メラップ女史出席
３月 9 日～ 17 日　第 58 回国連麻薬委員会

　オーストリア・ウィーン　ウィーン駐在代
表レド弁護士出席
３月９日～ 20 日　第 59 回婦人の地位委員
会　アメリカ・ニューヨーク　ニューヨーク
駐在代表メラップ女史出席
４月 12 日～ 19 日　第 13 回国連犯罪防止・
刑事司法会議（コングレス）　カタール・ドー
ハ　日野理事長・吉田事業部長出席
５月 18 日～ 22 日　第 24 回国連犯罪防止
刑事司法委員会　オーストリア・ウィーン　
ウィーン駐在代表レド弁護士出席
６月 26 日　国連憲章署名 70 周年記念行事
　アメリカ・ニューヨーク　ニューヨーク駐
在代表メラップ女史出席

　事務局では、去る４月に人事体制に関して
次のように一部異動がありました。
　前総務部長　矢鳴信行 → 退職
　新総務部長　大森晶夫（前事業部長）
　新事業部長　吉田弘之
　新事業部長の吉田弘之氏は、平成６年４月
から平成 10 年３月までの４年間にわたって
アジ研の矯正出身の教官をしており、去る４
月に札幌少年鑑別所長を最後に定年退職して
当財団に入った。直後には、カタール国の首
都ドーハにおいて開催された第 13 回国連犯
罪防止刑事司法会議に参加するなど、アジ研
でのかつての経験を生かしての活躍が期待さ
れています。
　理事会・評議員会については、昨年度末と
本年度当初に次のように開催されました。
　第２回理事会　３月 10 日（火）
　　 平成 27 年度事業計画及び収支予算等に

ついて
　第３回理事会　６月８日（月）
　　 平成 26 年度事業報告及び決算等につい

て
　第２回評議員会　６月 24 日（水）
　　 平成 26 年度事業報告及び決算等につい

北田氏が審議役に

て
　それぞれの関係資料については、当財団の
ウエブサイト（http://www.acpf.org）にあ
る「公開資料」で公表されています。
　また、第３回理事会においては、本部支部
さくら会が３月末をもって解散したことや、
広島支部の新支部長（金井誠太氏：マツダ㈱
代表取締役会長）が４月２１日に選任された
ことも承認・可決されています。
　なお、長年にわたって当財団を御支援いた
だいた㈱ドンキホーテホールディングス代表
取締役会長の安田隆夫氏が６月末をもって理
事を退任され、同社代表取締役社長の大原孝
治氏が代わって理事に就任していただくこと
になり、この交代については書面による評議
員会により承認されています。

（総務部長・大森晶夫）

事務局だより

研修所所長。
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海外協力団体所在国など一覧
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 福岡支部
　　　　　　　　　　　

　三振、ストライクアウト。野球のことでは
ない。アメリカの法律に「三振法」がある。
重罪の前科が２度あって３回目に犯罪を犯す
と、軽罪でも終身刑、刑務所入りなのである。
1990 年代半ばに制定され、それが各州に広
がっている。
　刑務所の収容人員。アメリカ 224 万人、日
本６万５千人。人口 10 万人当たりで 716 人
対 51 人。アメリカは日本の 14 倍である（2013
年）。
　犯罪の増加に悩むアメリカ。常習犯罪者は
刑務所にぶち込んでおけということか。
　この数字は『安全な国　日本』の 21㌻に
載っている。
　堺屋太一会長のアイデアで始まった手帳型

データブック『安全な国　日本』づくりに関
わって、改めて日本の良さを再認識した。
　「日本は安心・安全・清潔・正確な国。社
会美点四冠王だ」と堺屋会長。「この利点を
全世界の人に知ってもらいたい」と訴え、同
時に「安全を保ちながら活力ある面白い社会
にするにはどうすればいいのかを考えてほし
い」と呼び掛けている。
　この手帳づくりが始まってから財団に追い
風が吹き始めた。2020 年東京五輪・パラリ
ンピックの東京開催が決まり、ことし４月に
は国連犯罪防止・刑事司法会議（コングレス）
が同じ 2020 年日本開催が決まったのである。
　世界の「犯罪なき繁栄」をスローガンに、
国際貢献活動を続ける国連 NGO「アジア刑
政財団（ACPF）」の出番である。

　　　　　　　（編集長・堤　哲／評議員）
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世界 15 カ国語で「犯罪なき繁栄」のス
ローガンを入れて各国版を作製。国連本
部・財団の海外支部などに贈っています。

文化功労者絹谷幸二画伯の作品集

「国際貢献カレンダー2016」

洋画家・日本芸術院会員・東京芸術大学名誉教授・
アジア刑政財団理事

（30ページにお申し込み案内）


